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次  第 

令和４年第３回本庄市教育委員会定例会 議事日程 

                   令和４年３月２５日（木） 

                      午後３時開議 委員室 

 

１．開 会 

２．前回会議録の承認 

３．会議議事録署名人の指名 

４．議 事 

（１）本庄市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

（議案第３３号） 

（２）本庄市立旭小学校学校運営協議会の任命について（議案第３４号） 

（３）本庄市立北泉小学校学校運営協議会の任命について（議案第３５号） 



 

（４）本庄市立金屋小学校学校運営協議会の任命について（議案第３６号） 

（５）本庄市公民館運営審議会委員の委嘱について（議案第３７号） 

（６）本庄市社会教育委員の委嘱について（議案第３８号） 

（７）本庄市スポーツ推進審議会委員の委嘱について（議案第３９号） 

（８）本庄市スポーツ推進委員の委嘱について（議案第４０号） 

（９）本庄市教育委員会所管職員の人事異動について（議案第４１号） 

５．報 告 

令和３年度教職員人事評価結果について 

６．教育長の報告 

７．その他 

８．閉 会 

配付資料 

・「令和４年第３回本庄市教育委員会定例会議案」 

・「令和４年第３回本庄市教育委員会定例会議案関係資料」 

・「本庄市教育委員会事務局組織規則新旧対照表」 

・「令和４年度 人事異動一覧表」 

・「学校教育課資料 令和３年度教職員人事評価結果資料」 

・「教育長の報告」 

・「令和４年本庄市議会 第１回定例会一般質問通告一覧表」 

・「教育総務課 会議スケジュール」 

主 管 課  教育総務課 

会 議 の 経 過  

教 育 長 ただいまから、令和４年第３回本庄市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

本日は、落合委員より欠席届が提出されておりますので、ご了承願います。 

それでは、議事日程に従いまして進めて参ります。 

まず、前回会議録の承認をお願いします。 

事 務 局  前回開催されました臨時会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等は、ござ

いませんでしたので、承認されております。 

教 育 長 続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。 

本日は、落合委員にお願いいたします。 

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。 

本日の付議事件は、お手元に配付しましたとおり、議案９件でございます

が、議案第４１号については、人事に関する事件であるため、地方教育行政



の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定により非公開

としたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案４１号の審議については、非公開といたしま

す。 

なお、議案第４１号の審議につきましては、議事の進行上、議事日程７の

「その他」が終了した後に、非公開会議として、審議を進めたいと思います。 

それでは、議案第３３号について、事務局から説明を求めます。 

塩原スポー

ツ推進課長 

議案第３３号「本庄市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則」

につきまして、ご説明いたします。 

議案書１ページをご覧ください。 

まず、提案理由についてご説明します。教育委員会の事務分担の見直しに

伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものです。 

次に、議案内容についてですが、「本庄市教育委員会事務局組織規則新旧対

照表」をご覧ください。 

本庄市教育委員会事務局組織規則の一部を次のように改正します。 

別表スポーツ推進課のスポーツ推進係の項中第７号「後援の承認に関する

こと。」を削り、第８号を第７号とし、第９号を第８号とし、第１０号を第９

号とします。 

議案書１ページにお戻りください。附則は、施行期日を規定するもので、

公布の日から施行するものです。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第３３号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第３３号「本庄市教育委員会事務局組織規則の

一部を改正する規則」については、承認することに決定しました。 

次に、議案第３４号について、事務局から説明を求ます。 

岡芹学校教

育課長 

議案第３４号「本庄市立旭小学校学校運営協議会委員の任命について」ご

説明いたします。 

議案書の２ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料１ペー

ジをご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、本庄市学校運営協議会規則第８条の規定に基づき、本庄市立旭

小学校学校運営協議会委員を任命したいので、この案を提出するものでござ



います。 

なお、前回の臨時会にて議案第２１号でご承認いただきました委員に、追

加して任命するものでございます。 

では、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立旭小学校学校運営協議会委員を次のとおり任命する。敬称は略さ

せていただきます。 

まず、１氏名等でございますが、図師喜恵、生年月日、住所、選出区分は、

記載のとおりでございます。 

次に、２任期でございますが、令和４年４月１日から令和６年３月３１日

までの２年間でございます。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員  質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第３４号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第３４号「本庄市立旭小学校学校運営協議会委

員の任命について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第３５号について、事務局から説明を求めます。 

岡芹学校教

育課長 

議案第３５号「本庄市立北泉小学校学校運営協議会委員の任命について」

ご説明いたします。 

議案書の３ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料１ペー

ジをご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、本庄市学校運営協議会規則第８条の規定に基づき、本庄市立北

泉小学校学校運営協議会委員を任命したいので、この案を提出するものでご

ざいます。 

 なお、前回の臨時会にて議案第２２号でご承認いただきました委員に、追

加して任命するものでございます。 

では、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立北泉小学校学校運営協議会委員を次のとおり任命する。敬称は略

させていただきます。 

まず、１氏名等でございますが、岡治道、生年月日、住所、選出区分は、

記載のとおりでございます。 

次に、２任期でございますが、令和４年４月１日から令和６年３月３１日

までの２年間でございます。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 



教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第３５号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第３５号「本庄市立北泉小学校学校運営協議会

委員の任命について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第３６号について、事務局から説明を求めます。 

岡芹学校教

育課長 

議案第３６号「本庄市立金屋小学校学校運営協議会委員の任命について」

ご説明いたします。 

議案書の４ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料１ペー

ジをご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、本庄市学校運営協議会規則第８条の規定に基づき、本庄市立金

屋小学校学校運営協議会委員を任命したいので、この案を提出するものでご

ざいます。 

 なお、前回の臨時会にて議案第２３号でご承認いただきました委員に、追

加して任命するものでございます。 

では、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立金屋小学校学校運営協議会委員を次のとおり任命する。敬称は略

させていただきます。 

まず、１氏名等でございますが、下田妙子、市川実、生年月日、住所、選出

区分は、記載のとおりでございます。 

次に、２任期でございますが、令和４年４月１日から令和６年３月３１日

までの２年間でございます。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第３６号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第３６号「本庄市立金屋小学校学校運営協議会

委員の任命について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第３７号について、事務局から説明を求めます。 

原生涯学習

課長 

議案第３７号「本庄市公民館運営審議会委員の委嘱について」ご説明申し

上げます 

議案書の５ページをお願いいたします。併せて、議案関係資料２ページを

ご覧ください。 

はじめに、提案理由からご説明いたします。 



本庄市公民館運営審議会委員田中輝好氏の市議会議員の任期が令和４年

２月４日をもって、満了したことに伴い、公民館運営審議会委員を退任した

ため、本庄市公民館運営審議会条例第２条第２項の規定に基づき、新たに公

民館運営審議会委員を委嘱したいので、この案を提出するものです。 

次に議案内容について、ご説明いたします。 

本庄市公民館運営審議会委員を次のとおり委嘱する。 

１氏名等でございますが、敬称は略させていただきます。 

新任の方１名でございます。柿沼光男、生年月日、住所、略歴につきまし

ては、記載のとおりでございます。 

２任期でございますが、令和４年３月２８日から 前任者の残任期間の令

和４年７月３１日まででございます。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第３７号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第３７号「本庄市公民館運営審議会委員の委嘱

について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第３８号について、事務局から説明を求めます。 

原生涯学習

課長 

議案第３８号「本庄市社会教育委員の委嘱について」ご説明申し上げます。 

議案書の６ページをお願いいたします。併せて、議案関係資料３ページを

ご覧ください。 

はじめに、提案理由からご説明いたします。 

本庄市社会教育委員内田英亮氏及び矢野間規氏の市議会議員の任期が、２

月４日をもって満了したことに伴い、社会教育委員を退任したため、本庄市

社会教育委員設置条例第２条の規定に基づき、新たに本庄市社会教育委員を

委嘱したいので、この案を提出するものです。 

次に議案内容について、ご説明いたします。 

本庄市社会教育委員を次のとおり委嘱する。 

１氏名等でございますが、敬称は略させていただきます。再任・新任の方、

それぞれ１名でございます。再任、内田英亮、新任、早野清、生年月日、住

所、略歴につきましては、記載のとおりでございます。 

２の任期でございますが、令和４年３月２８日から前任者の残任期間の令

和４年７月３１日まででございます。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 



教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第３８号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第３８号「本庄市社会教育委員の委嘱について」

は、承認することに決定しました。 

次に、議案第３９号について、事務局から説明を求めます。 

塩原スポー

ツ推進課長 

議案第３９号「本庄市スポーツ推進審議会委員の委嘱について」ご説明申

し上げます。 

議案書７ページ、併せて、議案関係資料４ページをご覧ください。 

まず、提案理由からご説明いたします。 

本庄市スポーツ推進審議会委員門倉道雄氏及び田中輝好氏の市議会議員

の任期が令和４年２月４日をもって満了したことに伴い、スポーツ推進審議

会委員を退任したため、本庄市スポーツ推進審議会設置条例第４条の規定に

基づき、新たに本庄市スポーツ推進審議会委員を委嘱したいので、この案を

提出するものでございます。 

次に、議案内容をご説明いたします。 

本庄市スポーツ推進審議会委員を次のとおり、委嘱する。 

１の「氏名等」でございますが、敬称は略させていただきます。 

まず、再任でございます。門倉道雄、生年月日、住所、略歴については、

記載のとおりでございます。 

 次に、新任でございます。栗田弘志、生年月日、住所、略歴については、

記載のとおりでございます。 

 ２の「任期」でございますが、令和４年３月２６日から令和４年６月３０

日までの前任の残任期間でございます。 

 以上でございます。ご審議の程よろしくお願いします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第３９号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第３９号「本庄市スポーツ推進審議会委員の委

嘱について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第４０号について、事務局から説明を求めます。 

塩原スポー

ツ推進課長 

議案第４０号「本庄市スポーツ推進委員の委嘱について」ご説明申し上げ

ます。 

議案書８ページ、併せて、議案関係資料５ページをご覧ください。 

まず、提案理由についてご説明いたします。 

令和４年３月３１日に任期が終了する本庄市スポーツ推進委員について、



スポーツ基本法第３２条第１項の規定に基づき、新たに委員を委嘱したいの

で、この案を提出するものでございます。 

 次に、議案内容をご説明いたします。 

本庄市スポーツ推進委員を次のとおり、委嘱する。 

１の「氏名等」でございますが、敬称は略させていただきます。 

まず、新任でございます。 

浅見龍一、石川拓馬、新井宏基、大坂祐貴、福地久乃、山口瑠美、中原智

大、以上の７名でございます。住所、生年月日、選出区分については、記載

のとおりでございます。 

次に、再任でございます。 

杉山幸一、茂木希枝子、萩原和美、古田土秀子、岡知子、小暮純一、町田

喜久雄、今井光雄、荒井恵、篠塚洋子、木村直弘、吉満佐和子、冨田雅寿、 

清水利晴、新井光夫、金子みつ江、堀越豊、綱尚美、福島庸男、井上孝之、

以上の２０名でございます。住所、生年月日、選出区分につきましては、記

載のとおりでございます。  

 ２の「任期」でございますが、令和４年４月１日から令和６年３月３１日

までの２年間でございます。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４０号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４０号「本庄市スポーツ推進委員の委嘱につ

いて」は、承認することに決定しました。 

これで、公開での審議を終了いたします。 

次に、議事日程５の「報告」へ移ります。事務局から報告を求めます。 

岡芹学校教

育課長 

それでは、学校教育課から「令和３年度教職員人事評価結果」について、

ご報告をさせていただきます。 

お手許に配布させていただいております、Ａ４判横置きで、両面刷りの右

上に学校教育課と記載のある面からご覧ください。 

本年度の教職員の人事評価結果についてですが、まず、上段の最終評価の

結果についてご説明いたします。 

校長から事務職員まで、全体でＡ評価が６６名、Ｂ評価が２３１名、Ｃ評

価・Ｄ評価は０名でした。 

埼玉県の教職員人事評価では、年度当初に各個人が、それぞれ目標を設定

し、その目標達成のために方策を立て、１年間の取組を進めております。 

年度末には、各個人の目標の達成状況を評価し、それをもとに最終評価を



つけ、Ｂ評価が標準的な評価となっております。 

次に、下段のチームワーク行動評価の結果ですが、こちらは、職員間のチ

ームワーク行動についての評価となっており、Ａ評価が標準的な評価として

おります。 

本市の結果は、主幹教諭から事務職員まで、全体でＡ評価が２６５名、Ｂ

評価・Ｃ評価は０名でした。 

続いて、裏面をご覧ください。 

令和元年度より再任用教職員及び臨時的任用教職員等についても評価を

することに変更されました。それをまとめたものが、この表となっておりま

す。 

まず、上段の最終評価の結果ですが、教諭から事務職員まで、全体でＡ評

価が１２名、Ｂ評価が９０名、Ｃ評価・Ｄ評価は０名でした。 

次に、下段のチームワーク行動評価の結果ですが、同じく教諭から事務職

員まで、全体でＡ評価が１０１名、Ｂ評価が１名、Ｃ・Ｄ評価は０名でした。 

以上で、学校教育課からの報告を終わります。 

教 育 長 ただいま、「令和３年度教職員人事評価結果」について説明がございました

が、みなさまから何かございますか。 

今 井 委 員 評価の枠なのですが、上段の方はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄとあって、Ｂが標準で、

下段のチームワークの方は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄとあって、Ａが標準で、この場

で発言しても意味がないのでしょうが、Ｃ・Ｄの意味があるのかなと。 

Ａがあって、標準があってその比較があるのは意味があると思うのです

が、変数があるのでしょうけど、ＣとＤの境がよくわからないなというとこ

ろと、下段のチームワークの方は、「できたか」・「できないか」で評価するの

であればＡとＢがあればで良いのではという気がして、ＣとＤの意味がよく

わからないです。 

最近、ルーブリック評価といって教員の行動評価をはかる指標などがあっ

て、そういったものも取り入れてはどうかとも思います。 

自己評価なので、どこまでできたらＡだとか、Ｂだとか基準がわかりにく

いです。ここで決めることではないのでしょうが。 

岡芹学校教

育課長 

はい。こちらの基準については、県の教育委員会の方で、県内全ての教職

員に向けて実施しており、統一したものとなっております。 

先ほどご説明したとおり、自己評価、すなわち自分で目標を設置いたしま

して、それに向けて取り組んでいくようなものになっております。 

最終評価のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄについて、Ａは「通常必要な水準を上回ってお

り、特筆すべき実績又は実践の事実がある」、Ｂは「通常必要な水準充たして

おり、概ね期待どおりである。」、Ｃは「通常必要な水準充たしておらず、努

力が必要である。」、Ｄは「水準を充たしておらず、支障をきたしている。」と

なっております。 



このように自己評価を行い、最終的に校長や教頭と面談を行い、取組内容

や工夫をしたことなどを聞き取り、校長が決定する仕組みとなっておりま

す。 

チームワーク、こちらも３段階となっているのですが、主にコミュニケー

ションをしっかりと取っているのかなどを自己評価しておりまして、Ａは

「通常必要な水準を充たしており、期待どおりである。」、Ｂは「概ね基準を

満たしているが、改善すべき点がある。」となっております。 

Ｃはやはり「支障をきたしている。」となっておりまして、コミュニケーシ

ョンを図ることができないとかになってきますと、Ｃの評価となってしまい

ます。 

教 育 長 何割取ったらＡ評価とかの基準があったと思うのですが。 

岡芹学校教

育課長 

はい。自己目標の９０％が達成できたらＡを自分でつけて、工夫や具体的

な取組が見られたと校長が判断すると、校長が最終評価でＡをつけるという

ようになっております。 

教 育 長 他にありますでしょうか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それではこれで、「報告」を終了します。 

次に、議事日程６の「教育長の報告」へ移ります。 

「行動記録」をご覧ください。 

３月１７日以降の行動記録について、別紙のとおり報告させていただきま

す。主だったところについて説明させていただきます。 

市議会令和４年第１回定例会は本日３月２５日に閉会となり、条例関係、

令和３年度補正予算関係、令和４年度当初予算関係、人事案件等について慎

重審議され原案の通り可決されました。 

人事案件には、私の任期満了に伴う後任人事の同意について審議され全会

一致で可決されました。 

小中学校の卒業式については、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点

から時間の短縮や規模の縮小の中で行われ、１５日の中学校、２４日の小学

校とも保護者の皆様の参加につきましてはご理解ご協力をいただき１名と

なりましたが、各学校とも無事卒業式を実施することができました。 

行動記録については以上です。 

次に、議事日程７の「その他」へ移ります。 

事務局から何かありますか。 

高橋教育委

員会事務局

長 

令和４年第１回定例会における一般質問の概要について、ご報告いたしま

す。一般質問通告一覧表をご覧ください。 

今回は、教育委員会関連では、代表質問が３件、希望質問が６件の計９件

です。 

それでは、教育委員会に関する一般質問の概要ですが、代表質問の１番の



門倉道雄議員の１つ目、新型コロナウイルス対策についてです。 

教育委員会に対する内容は、学級閉鎖についてで、学級閉鎖の基準が１ク

ラスに複数の陽性者とあるが、複数とは何人を想定しているのかというもの

です。 

答弁では、国のガイドラインや県の通知に基づき、同一学級内に２名の陽

性者が発生した場合などに、保健所や学校医の助言を踏まえて学級閉鎖等の

判断をしている旨の答弁を行いました。 

代表質問の３番の高橋和美議員の１つ目、文化会館の運用についてで、内

容は、本庄市民文化会館と児玉文化会館の減免基準や使用料について違いが

あるので、擦り合わせが必要ではないかということと児玉文化会館の指定管

理者の導入についてで、この質疑は平成２３年にも議会で一般質問をしてい

るので、その後どうなっているのかという内容です。 

使用料や指定管理者の導入についてですので、市長からの答弁となりまし

た。 

答弁では、市民文化会館は指定管理者の管理であることや児玉文化会館の

使用の状況などから減免を同様に取り扱うことは難しいこと、児玉文化会館

は複合施設であることなどから指定管理者制度はなじまないという答弁を

行いました。 

代表質問の５番の清水静子議員の２つ目、ヤングケアラーの支援について

で、教育委員会に対しましては、教職員の研修と相談窓口についての内容で

す。 

答弁では、教職員の研修、相談支援や相談窓口などについて答弁を行いま

した。 

希望質問の６番の内田英亮議員の１つ目、貸与型奨学金の現状と給付型奨

学金の創設についてです。 

内容は、奨学金制度について貸付制度を設けている考えや直近５年の利用

状況、給付型奨学金の創設についてです。 

答弁では、制度の説明や利用状況を説明するとともに、給付型奨学金の創

設に当たっては中長期的な視点に立ち、今後の財政状況も踏まえながら持続

可能な仕組みの検討等が必要であるとの答弁を行いました。 

希望質問の８番の倉林益代議員の１つ目、教職員の効果的な研修について

で、内容は教職員の個性に合った研修の機会が必要で、経験の少ない教員に

は具体的な場面で指導助言できる体制が必要であるというものです。 

答弁では研修の意義や研修の内容、特別支援教育や不登校児童生徒に対す

る研修などの答弁を行いました。 

次に、倉林議員の２つ目、中学校部活動の外部委託についてで、内容は、

部活動外部委託の検討状況についてです。 

答弁は、部活動の地域移行についての概要説明と全国で実践研究が行われ



ていること、市としては国や県の動向を注視し、実践研究の成果も参考にし

ながら調査研究を進めていくことを答弁しました。 

次に希望質問９番の栗田弘志議員の２つ目、通学路の安全についてで、通

学路の安全点検についての危険箇所のリストアップ数、点検の流れ、対策、

進捗状況などです。 

答弁では、通学路の点検についての説明、危険箇所のリストアップ数、整

備の内容、進捗状況、点検結果の情報共有等について答弁しました。 

希望質問１１番の矢野間規議員の２つ目、小中学校のＩＣＴ化について

で、内容は、配布物のペーパーレス化についてです。 

答弁では、遅刻・欠席など現在行っている連絡手段のデジタル化や配布物

のメール配信など検討していくことなどを答弁しました。 

なお、再質問で学校でのリモート授業などについて質問がありました。 

希望質問１２番の柿沼綾子議員の１つ目、学校給食費の無料化について

で、内容は、給食費の金額や市の食材費の補助の金額、就学援助として支出

している金額、無償化した場合の必要となる費用、無償化についての考え方

などです。 

答弁では、それぞれの金額等を説明し、無償化については給食費の負担を

行える家庭には負担いただき、援助を必要とする家庭にはしっかりと援助し

ていきたいということ、無償化については県内自治体の動向に注視しながら

慎重に研究していくという答弁を行いました。 

一般質問の概要は以上です。 

教 育 長 その他何かありますか。 

笠原教育総

務課長 

教育総務課から、３件報告がございます。 

１件目ですが、お手元の教育総務課資料「会議スケジュール」をお願いし

ます。 

毎年、年度当初には教育委員会連合会等の理事会、総会等が開催されます

が、お手元の「会議スケジュール」のとおり、予定されておりますのでご報

告いたします。 

いずれも本日現在の情報でございます。今後の新型コロナウイルスの感染

状況により、延期・中止・書面開催となる場合もございます。 

一覧表の右側が出欠確認欄となっております。恐れ入りますが、ご都合を

「○または×」でご記入のうえ、教育総務課担当笠原、柳補佐宛てに提出を

お願いします。 

なお、ＮＯ８埼玉県市町村教育委員会連合会総会ですが、現在、岡崎職務

代理者が会長、事務局が教育総務課でお世話になっております。 

総会会場はセルディでございます。地元開催ということで、教育委員の皆

さまには是非ともご出席をお願いしたいと考えております。 

総会終了後の講演会では、塙保己一と関係の深い、具体的には群書類従の



版木を保管しております温故学会設立時の中心的メンバーであった渋沢栄

一の玄孫の渋沢健氏のご講演を予定しております。 

講演テーマは「渋沢栄一の『論語と算盤』で未来を拓く」の予定です。 

 ２件目ですが、第４回定例会の日程ですが、４月２０日（水）総合教育会

議終了後の午後３時から職員厚生室で開催いたします。 

通常ですと、定例会終了後、歓送迎会を開催しておりましたが、諸般の情

勢により、一昨年、昨年に引き続き、中止とさせていただきます。 

３件目ですが、第５回定例会についてですが、５月１９日（木）午後２時

３０分から委員室で開催したいと考えております。どうぞ、よろしくお願い

いたします。 

教育総務課は以上でございます。 

教 育 長 他ありますか。 

塩原スポー

ツ推進課長 

資料はございませんが、スポーツ推進課から５月１５日（日）に開催を予

定しておりました「イースタン・リーグ公式戦西武対巨人」の本庄開催の中

止についてご報告いたします。 

毎年、ケイアイスタジアムを会場として開催しておりますイースタン・リ

ーグ公式戦につきまして、埼玉西武ライオンズと指定管理者で協議しました

ところ、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大の防止のため、来場者、球

団関係者並びに運営関係者の健康・安全を第一に考慮した結果、本庄開催に

ついては中止の判断をしたとのことでございます。 

スポーツ推進課からは以上でございます。 

教 育 長 他ありますか。 

それでは、今までの説明について、質問はございますでしょうか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、先ほど教育総務課長から説明がありましたが、４月及び５月の

定例会日程を改めて確認いたします。 

第４回定例会を４月２０日（水）総合教育会議終了後、午後３時から、場

所は市役所職員厚生室で、第５回定例会を５月１９日（木）午後２時３０分

から、場所は市役所委員室で開催いたします。 

ご都合は宜しいでしょうか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 これで、公開での会議を終了します。 

これより、非公開で議事を進めます。 

 [ 非公開 ] 

 

議案第４１号 本庄市教育委員会所管職員の人事異動について《承認》 

 

教 育 長 以上で令和４年第３回本庄市教育委員会定例会を閉会いたします。 




